
地方交付税について 

 

本来、地方自治の観点からは、行政活動に必要な財源は、それぞれの地方公共

団体がその住民から徴収した地方税で賄うのが理想ですが、税源の地域的なア

ンバランスがあり、多くの地方公共団体が必要な税収を確保できません。そこで、

本来地方の税収入とすべき財源を国が代わって徴収し、財政力の弱い地方公共

団体に対して、地方交付税として再配分しています。 

 

 

 

総務省「地方財政白書ビジュアル版」より引用 
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